
議

案

第

十

三

号

 

港

区

旅

館

業

法

施

行

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

二

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

港

区

旅

館

業

法

施

行

条

例
 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

旅

館

業

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

八

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

社

会

教

育

施

設

等

）

 

第

二

条 

法

第

三

条

第

三

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

く

施

設

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。 

一 

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

百

三

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

各

種

学

校

で

そ

の

教

育

課

程

が

同

法

第

一

条

に

規

定

す

る

学

校

（

大

学

を

除

く

。

）

の

教

育

課

程

に

相

当

す

る

も

の

 

二 

図

書

館

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

図

書

館 

三 

前

二

号

に

掲

げ

る

施

設

の

ほ

か

、

博

物

館

、

公

園

、

ス

ポ

ー

ツ

施

設

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

施

設

の

 

、

 



う

ち

、

主

と

し

て

児

童

の

利

用

に

供

さ

れ

る

も

の

又

は

多

数

の

児

童

の

利

用

に

供

さ

れ

る

も

の

で

、

特

に

区

長

が

必

要

と

認

め

て

指

定

す

る

も

の

 

２ 

区

長

は

、

前

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

施

設

を

指

定

す

る

と

き

は

、

告

示

に

よ

り

こ

れ

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

意

見

を

求

め

る

者

）

 

第

三

条 

法

第

三

条

第

四

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

者

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。 

一 

施

設

が

国

の

設

置

す

る

も

の

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

施

設

の

長

 

二 

施

設

が

地

方

公

共

団

体

の

設

置

す

る

も

の

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

施

設

を

所

管

す

る

地

方

公

共

団

体

の

長

又

は

教

育

委

員

会

 

三 

施

設

が

国

及

び

地

方

公

共

団

体

以

外

の

者

の

設

置

す

る

も

の

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

施

設

を

監

督

す

る

行

政

庁

、

監

督

す

る

行

政

庁

が

な

い

と

き

は

、

当

該

施

設

の

存

す

る

特

別

区

の

長 

（

宿

泊

者

の

衛

生

に

必

要

な

措

置

等

の

基

準

） 

第

四

条 

法

第

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

条

例

で

定

め

る

措

置

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

一 

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

は

、

次

の

換

気

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

 

イ 

換

気

の

た

め

に

設

け

ら

れ

た

開

口

部

は

、

常

に

開

放

し

て

お

く

こ

と

。

 

ロ 

機

械

換

気

設

備

を

有

す

る

場

合

は

、

十

分

な

運

転

を

行

う

こ

と

。

 

ハ 

客

室

内

の

空

気

中

の

二

酸

化

炭

素

は

、

〇

・

一

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

。 



二 

営

業

の

施

設

の

採

光

及

び

照

明

は

、

次

に

掲

げ

る

照

度

を

有

す

る

よ

う

に

す

る

こ

と

。 

イ 

客

室

、

応

接

室

及

び

食

堂 

四

十

ル

ク

ス

以

上 
ロ 
調

理

場

及

び

配

膳

室 

五

十

ル

ク

ス

以

上 

ハ 
廊

下

及

び

階

段 

常

時

二

十

ル

ク

ス

以

上

（

午

後

十

一

時

か

ら

翌

日

の

午

前

六

時

ま

で

の

間

に

お

い

て

は

、

十

ル

ク

ス

以

上

）

 

ニ 

浴

室

、

脱

衣

室

、

洗

面

所

、

便

所

等 

二

十

ル

ク

ス

以

上

 

三 

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

は

、

次

の

防

湿

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

 

イ 

排

水

設

備

は

、

水

流

を

常

に

良

好

に

し

、

雨

水

及

び

汚

水

の

排

水

に

支

障

の

な

い

よ

う

に

し

て

お

く

こ

と

。 

ロ 

客

室

の

床

が

木

造

で

あ

る

と

き

は

、

床

下

の

通

風

を

常

に

良

好

に

し

て

お

く

こ

と

。 

四 

客

室

、

応

接

室

、

食

堂

、

調

理

場

、

配

膳

室

、

玄

関

、

浴

室

、

脱

衣

室

、

洗

面

所

、

便

所

、

廊

下

、

階

段

等

は

、

常

に

清

潔

に

し

て

お

く

こ

と

。 

五 

寝

具

類

に

つ

い

て

は

、

次

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

 

イ 

布

団

及

び

枕

に

は

、

清

潔

な

シ

ー

ツ

、

布

団

カ

バ

ー

、

枕

カ

バ

ー

等

を

用

い

る

こ

と

。 

ロ 

シ

ー

ツ

、

布

団

カ

バ

ー

、

枕

カ

バ

ー

及

び

寝

間

着

は

、

宿

泊

者

ご

と

に

交

換

し

、

洗

濯

す

る

こ

と

。

 

ハ 

布

団

及

び

枕

は

、

適

当

な

方

法

に

よ

り

湿

気

を

除

く

こ

と

。

 

六 

客

室

に

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

を

超

え

て

宿

泊

者

を

宿

泊

さ

せ

な

い

こ

と

。 



イ 

ホ

テ

ル

営

業

、

旅

館

営

業

及

び

下

宿

営

業 

一

客

室

の

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

定

し

た

有

効

部

分

の

面

積

（

以

下

「

有

効

面

積

」

と

い

う

。

）

三

平

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

い

て

 

一

人 

ロ 
簡

易

宿

所

営

業

 
有

効

面

積

一

・

五

平

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

い

て 

一

人 

七 

客

室

に

ガ

ス

設

備

を

設

け

る

場

合

に

は

、

次

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

 

イ 

宿

泊

者

の

見

や

す

い

箇

所

に

、

元

栓

の

開

閉

時

刻

及

び

ガ

ス

の

使

用

方

法

に

つ

い

て

の

注

意

書

を

提

示

し

て

お

く

こ

と

。

 

 

ロ 

元

栓

は

、

各

客

室

の

宿

泊

者

の

安

全

を

確

か

め

た

後

で

な

け

れ

ば

開

放

し

な

い

こ

と

。 

八 

浴

室

に

つ

い

て

は

、

次

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。 

イ 

湯

栓

及

び

水

栓

に

は

、

清

浄

な

湯

水

を

十

分

に

供

給

す

る

こ

と

。

 

ロ 

浴

槽

は

、

一

日

一

回

以

上

換

水

し

、

清

掃

す

る

こ

と

。

 

ハ 

共

同

浴

室

に

あ

っ

て

は

、

使

用

中

は

、

浴

槽

を

湯

水

で

常

に

満

た

し

て

お

く

こ

と

。 

ニ 

温

泉

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

五

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

温

泉

を

貯

留

す

る

貯

湯

槽

（

以

下

「

貯

湯

槽

」

と

い

う

。

）

を

使

用

す

る

と

き

は

、

次

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。 

⑴ 

貯

湯

槽

内

部

の

汚

れ

等

の

状

況

に

つ

い

て

随

時

点

検

し

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

定

期

的

に

清

掃

及

び

消

毒

を

行

う

こ

と

。

 



⑵ 

貯

湯

槽

内

の

湯

を

区

規

則

で

定

め

る

温

度

以

上

に

保

つ

こ

と

。

た

だ

し

、

こ

れ

に

よ

り

難

い

場

合

に

は

、

塩

素

系

薬

剤

に

よ

り

湯

の

消

毒

を

行

う

こ

と

。 
ホ 
ろ

過

器

等

を

使

用

し

て

浴

槽

水

を

循

環

さ

せ

る

と

き

は

、

次

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。 
⑴ 
ろ

過

器

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

定

期

的

に

逆

洗

浄

等

を

行

い

、

生

物

膜

等

ろ

材

に

付

着

し

た

汚

れ

を

除

去

す

る

と

と

も

に

、

内

部

の

消

毒

を

行

う

こ

と

。

 

⑵ 

浴

槽

水

を

循

環

さ

せ

る

た

め

の

配

管

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

定

期

的

に

内

部

の

消

毒

を

行

う

こ

と

。

 

⑶ 

集

毛

器

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

定

期

的

に

清

掃

を

行

い

、

内

部

の

毛

髪

、

あ

か

ぬ

め

り

等

を

除

去

す

る

こ

と

。

 

⑷ 

浴

槽

水

は

、

塩

素

系

薬

剤

に

よ

り

消

毒

を

行

い

、

遊

離

残

留

塩

素

濃

度

が

一

リ

ッ

ト

ル

に

つ

き

〇

四

ミ

リ

グ

ラ

ム

以

上

に

な

る

よ

う

に

保

つ

こ

と

。

た

だ

し

、

こ

れ

に

よ

り

難

い

場

合

に

は

、

塩

素

系

薬

剤

に

よ

る

消

毒

と

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

消

毒

と

を

併

用

し

、

レ

ジ

オ

ネ

ラ

属

菌

が

検

出

さ

れ

な

い

水

質

を

維

持

す

る

こ

と

。

 

⑸ 

浴

槽

水

に

つ

い

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

定

期

的

に

水

質

検

査

を

行

う

こ

と

。

 

へ 

ニ

及

び

ホ

の

規

定

に

よ

る

清

掃

、

消

毒

、

検

査

等

の

実

施

状

況

を

記

録

し

、

三

年

間

保

存

す

る

こ

と

 

九 

洗

面

所

に

は

、

清

浄

な

湯

水

を

十

分

に

供

給

す

る

こ

と

。
 

十 

客

室

、

脱

衣

室

等

に

、

く

し

、

コ

ッ

プ

等

を

備

え

付

け

る

場

合

に

は

、

清

潔

な

も

の

と

し

、

宿

泊

者

ご

。

。

 

、

。

 

 

・

 



と

に

取

り

替

え

る

こ

と

。

 

十

一 

便

所

に

備

え

付

け

る

手

拭

い

等

は

、

清

潔

な

も

の

と

し

、

宿

泊

者

ご

と

に

取

り

替

え

る

こ

と

。

 
十

二 
旅

館

業

を

営

む

者

（

以

下

「

営

業

者

」

と

い

う

。

）

は

、

前

各

号

に

規

定

す

る

宿

泊

者

の

衛

生

に

必

要

な

措

置

を

適

正

に

行

う

た

め

、

営

業

の

施

設

ご

と

に

管

理

者

を

置

く

こ

と

。

た

だ

し

、

営

業

者

が

自

ら

管

理

者

と

な

っ

て

管

理

す

る

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

（

宿

泊

を

拒

む

こ

と

が

で

き

る

事

由

）

 

第

五

条 

法

第

五

条

第

三

号

の

規

定

に

よ

る

条

例

で

定

め

る

事

由

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。 

一 

宿

泊

し

よ

う

と

す

る

者

が

、

泥

酔

者

等

で

、

他

の

宿

泊

者

に

著

し

く

迷

惑

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

。

 

二 

宿

泊

者

が

他

の

宿

泊

者

に

著

し

く

迷

惑

を

及

ぼ

す

言

動

を

し

た

と

き

。

 

（

営

業

者

の

遵

守

事

項

）

 

第

六

条 

営

業

者

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

遵

守

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一 

客

室

の

入

口

に

は

、

室

番

号

又

は

室

名

を

表

示

し

て

お

く

こ

と

。

 

二 

客

室

に

は

、

定

員

を

表

示

し

た

案

内

書

、

表

示

板

等

を

備

え

付

け

る

こ

と

。 

三 

玄

関

帳

場

及

び

客

室

に

は

、

宿

泊

料

を

表

示

し

た

案

内

書

、

表

示

板

等

を

備

え

付

け

る

こ

と

。

 

四 

営

業

の

施

設

に

は

、

営

業

従

事

者

名

簿

を

備

え

付

け

、

区

規

則

で

定

め

る

事

項

を

記

載

し

て

お

く

こ

と

 

（

ホ

テ

ル

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

） 

 

。

 



第

七

条 

旅

館

業

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

二

年

政

令

第

百

五

十

二

号

。

以

下

「

政

令

」

と

い

う

。

）

第

一

条

第

一

項

第

十

一

号

の

規

定

に

よ

る

ホ

テ

ル

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 
一 
宿

泊

者

の

利

用

し

や

す

い

位

置

に

、

受

付

等

の

事

務

に

適

し

た

広

さ

を

有

す

る

玄

関

帳

場

を

設

置

す

る

こ

と

。 

二 

宿

泊

定

員

及

び

利

用

形

態

に

応

じ

た

十

分

な

広

さ

の

ロ

ビ

ー

及

び

食

堂

を

有

す

る

こ

と

。 

三 

調

理

場

は

、

次

の

基

準

に

よ

る

こ

と

。 

イ 

壁

、

板

そ

の

他

適

当

な

物

に

よ

り

、

他

の

部

屋

等

か

ら

区

画

さ

れ

て

い

る

こ

と

。 

ロ 

宿

泊

者

に

食

事

を

供

給

す

る

の

に

支

障

の

な

い

広

さ

を

有

す

る

こ

と

。

 

ハ 

出

入

口

、

窓

そ

の

他

開

閉

す

る

箇

所

に

は

防

虫

設

備

を

、

排

水

口

に

は

防

そ

設

備

を

設

け

る

こ

と

。

 

ニ 

十

分

な

能

力

の

換

気

設

備

を

有

す

る

こ

と

。 

四 

客

室

は

、

次

の

基

準

に

よ

る

こ

と

。 

イ 

一

客

室

の

区

規

則

で

定

め

る

構

造

部

分

の

合

計

床

面

積

は

、

政

令

第

一

条

第

一

項

第

二

号

イ

又

は

第

三

号

に

規

定

す

る

面

積

以

上

で

あ

る

こ

と

。 

ロ 

睡

眠

、

休

憩

等

の

用

に

供

す

る

部

屋

は

、

窓

か

ら

の

採

光

が

十

分

に

得

ら

れ

る

構

造

で

あ

る

こ

と

。

 

五 

宿

泊

者

を

宿

泊

さ

せ

る

た

め

に

十

分

な

数

量

の

寝

具

類

を

有

す

る

こ

と

。

 

六 

寝

具

類

の

収

納

設

備

は

、

寝

具

類

の

数

量

に

応

じ

た

十

分

な

広

さ

を

有

す

る

こ

と

。 

七 

浴

室

は

、

次

の

基

準

に

よ

る

こ

と

。 



イ 

洋

式

浴

室

の

浴

槽

は

、

利

用

者

ご

と

に

浴

槽

水

を

取

り

替

え

る

こ

と

が

で

き

る

構

造

設

備

で

あ

る

こ

と

。 
ロ 
共

同

用

の

浴

室

又

は

シ

ャ

ワ

ー

室

を

設

け

る

場

合

に

は

、

宿

泊

定

員

及

び

利

用

形

態

等

を

勘

案

し

、

十

分

な

広

さ

の

脱

衣

室

を

付

設

す

る

こ

と

。 

ハ 

和

式

浴

室

を

設

け

る

場

合

に

は

、

十

分

な

数

の

上

が

り

湯

栓

及

び

水

栓

を

有

す

る

こ

と

。 

ニ 

ろ

過

器

等

を

使

用

し

て

浴

槽

水

を

循

環

さ

せ

る

場

合

に

は

、

次

の

構

造

設

備

の

基

準

に

よ

る

こ

と

。

 

⑴ 

ろ

過

器

は

、

十

分

な

ろ

過

能

力

を

有

し

、

ろ

過

器

の

上

流

に

集

毛

器

が

設

置

さ

れ

て

い

る

こ

と

。

 

⑵ 

ろ

過

器

の

ろ

材

は

、

十

分

な

逆

洗

浄

が

行

え

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

た

だ

し

、

こ

れ

に

よ

り

難

い

場

合

に

は

、

ろ

材

の

交

換

が

適

切

に

行

え

る

構

造

で

あ

る

こ

と

。

 

⑶ 

循

環

さ

せ

た

浴

槽

水

を

、

打

た

せ

湯

、

シ

ャ

ワ

ー

等

に

再

利

用

し

な

い

構

造

で

あ

る

こ

と

。

 

⑷ 

浴

槽

か

ら

あ

ふ

れ

た

湯

水

を

再

利

用

し

な

い

構

造

で

あ

る

こ

と

。

 

⑸ 

入

浴

者

の

浴

槽

水

の

誤

飲

、

飛

ま

つ

の

吸

引

等

に

よ

る

事

故

を

防

止

す

る

た

め

の

措

置

が

講

じ

ら

れ

た

構

造

で

あ

る

こ

と

。

 

⑹ 

循

環

水

取

入

口

は

、

入

浴

者

の

吸

込

事

故

を

防

止

す

る

た

め

の

措

置

が

講

じ

ら

れ

た

構

造

で

あ

る

こ

と

。 

八 

客

室

、

脱

衣

室

等

に

コ

ッ

プ

等

を

備

え

る

場

合

に

は

、

衛

生

的

に

洗

浄

で

き

る

設

備

を

有

す

る

こ

と

。

 

九 

客

室

に

ガ

ス

設

備

を

設

け

る

場

合

に

は

、

次

の

基

準

に

よ

る

こ

と

。

 



イ 

専

用

の

元

栓

を

有

す

る

こ

と

。

 

ロ 

ガ

ス

管

は

、

耐

食

性

を

有

し

、

ガ

ス

の

供

給

が

容

易

に

中

断

さ

れ

な

い

も

の

で

あ

り

、

か

つ

、

容

易

に

取

り

外

す

こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

に

接

続

さ

れ

て

い

る

こ

と

。

 

十 

便

所

は

、

次

の

基

準

に

よ

る

こ

と

。 

イ 

各

階

に

設

置

し

、

防

虫

及

び

防

臭

の

設

備

並

び

に

流

水

式

手

洗

い

設

備

を

有

す

る

こ

と

。 

ロ 

便

所

を

付

設

し

て

い

な

い

客

室

を

有

す

る

階

に

は

、

男

子

用

と

女

子

用

と

を

区

分

し

た

共

同

便

所

を

設

け

、

区

規

則

で

定

め

る

宿

泊

定

員

に

応

じ

た

数

の

便

器

を

設

置

す

る

こ

と

。

 

十

一 

共

同

洗

面

所

を

設

け

る

場

合

に

は

、

区

規

則

で

定

め

る

数

の

給

水

栓

を

設

置

す

る

こ

と

。

 

（

旅

館

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

） 

第

八

条 

政

令

第

一

条

第

二

項

第

十

号

の

規

定

に

よ

る

旅

館

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

号

及

び

第

三

号

の

基

準

は

、

修

学

旅

行

等

お

お

む

ね

五

十

人

以

上

の

団

体

を

宿

泊

さ

せ

る

旅

館

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

の

み

適

用

す

る

。

 

一 

客

室

と

他

の

客

室

、

廊

下

等

と

の

境

界

は

、

壁

、

ふ

す

ま

、

板

戸

又

は

こ

れ

ら

に

類

す

る

物

を

用

い

て

区

画

す

る

こ

と

。

 

二 

調

理

場

を

設

け

る

場

合

に

は

、

配

膳

に

支

障

が

生

じ

な

い

よ

う

な

十

分

な

広

さ

を

有

す

る

配

膳

室

を

付

設

す

る

こ

と

。 

三 

前

号

の

配

膳

室

に

は

、

食

器

戸

棚

及

び

高

さ

七

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

配

膳

台

を

設

け

る

こ

と

 
 

。

 



２ 

前

条

第

三

号

の

規

定

は

、

旅

館

営

業

の

施

設

に

調

理

場

を

設

け

る

場

合

に

準

用

す

る

。 
３ 
前

条

第

四

号

か

ら

第

十

一

号

ま

で

の

規

定

は

、

旅

館

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

四

号

イ

中

「

政

令

第

一

条

第

一

項

第

二

号

イ

又

は

第

三

号

」

と

あ

る

の

は

、

「

政

令

第

一

条

第

二

項

第

二

号

又

は

第

三

号

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

（

簡

易

宿

所

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

） 

第

九

条 

政

令

第

一

条

第

三

項

第

七

号

の

規

定

に

よ

る

簡

易

宿

所

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

一 

宿

泊

者

の

利

用

し

や

す

い

位

置

に

、

宿

泊

者

の

履

物

を

保

管

す

る

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 

二 

一

客

室

の

区

規

則

で

定

め

る

構

造

部

分

の

合

計

床

面

積

は

、

三

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 

三 

客

室

の

区

規

則

で

定

め

る

構

造

部

分

の

合

計

延

べ

床

面

積

は

、

政

令

第

一

条

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

面

積

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 

四 

階

層

式

寝

台

を

設

け

る

場

合

は

、

二

層

と

す

る

こ

と

。

 

五 

多

数

人

で

共

用

し

な

い

客

室

を

設

け

る

場

合

に

は

、

そ

の

客

室

の

延

べ

床

面

積

は

、

総

客

室

の

延

べ

床

面

積

の

二

分

の

一

未

満

と

す

る

こ

と

。

 

六 

多

数

人

で

共

用

す

る

客

室

に

便

所

を

設

け

る

場

合

に

は

、

区

規

則

で

定

め

る

宿

泊

定

員

に

応

じ

た

数

の

便

器

を

設

置

す

る

こ

と

。

 

七 

多

数

人

で

共

用

す

る

客

室

に

洗

面

所

を

設

け

る

場

合

に

は

、

区

規

則

で

定

め

る

数

の

給

水

栓

を

設

置

す



る

こ

と

。 
２ 
第

七

条

第

三

号

の

規

定

は

、

簡

易

宿

所

営

業

の

施

設

に

調

理

場

を

設

け

る

場

合

に

準

用

す

る

。

 

３ 

第

七

条

第

四

号

ロ

及

び

第

五

号

か

ら

第

十

一

号

ま

で

並

び

に

前

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

は

、

簡

易

宿

所

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

（

下

宿

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

） 

第

十

条 

政

令

第

一

条

第

四

項

第

五

号

の

規

定

に

よ

る

下

宿

営

業

の

施

設

の

構

造

設

備

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。 

一 

一

客

室

の

区

規

則

で

定

め

る

構

造

部

分

の

合

計

床

面

積

は

、

四

・

九

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

 

二 

各

客

室

に

は

、

押

入

れ

を

設

け

る

こ

と

。 

２ 

第

七

条

第

三

号

の

規

定

は

、

下

宿

営

業

の

施

設

に

調

理

場

を

設

け

る

場

合

に

準

用

す

る

。 

３ 

第

七

条

第

四

号

ロ

及

び

第

七

号

か

ら

第

十

一

号

ま

で

並

び

に

第

八

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

は

、

下

宿

営

業

の

施

設

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

（

衛

生

措

置

基

準

の

特

例

）

 

第

十

一

条 

区

長

は

、

ホ

テ

ル

営

業

、

旅

館

営

業

又

は

簡

易

宿

所

営

業

の

施

設

の

う

ち

、

季

節

的

に

利

用

さ

れ

る

も

の

そ

の

他

特

別

の

事

情

が

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

区

規

則

で

、

第

四

条

第

二

号

及

び

第

六

号

に

規

定

す

る

基

準

に

関

し

必

要

な

特

例

を

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

（

構

造

設

備

基

準

の

適

用

除

外

）

 

 

。

 



第

十

二

条 

旅

館

業

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

三

年

厚

生

省

令

第

二

十

八

号

）

第

五

条

第

一

項

第

一

号

、

第

三

号

及

び

第

四

号

に

掲

げ

る

施

設

に

つ

い

て

、

そ

の

構

造

設

備

が

第

八

条

及

び

第

九

条

の

基

準

に

よ

る

必

要

が

な

い

場

合

又

は

こ

れ

ら

の

基

準

に

よ

り

難

く

、

か

つ

、

公

衆

衛

生

上

支

障

が

な

い

と

認

め

る

場

合

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

営

業

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

基

準

を

適

用

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

 

一 

旅

館

営

業 

第

八

条

第

一

項

第

二

号

、

同

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

三

号

並

び

に

第

八

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

五

号

、

第

六

号

、

第

七

号

ロ

及

び

ハ

、

第

十

号

並

び

に

第

十

一

号

の

基

準 

二 

簡

易

宿

所

営

業 

第

九

条

第

一

項

第

一

号

、

第

五

号

、

第

六

号

及

び

第

七

号

、

同

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

三

号

並

び

に

第

九

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

五

号

、

第

六

号

、

第

七

号

ロ

及

び

ハ

、

第

十

号

並

び

に

第

十

一

号

の

基

準 

２ 

前

項

に

定

め

る

場

合

の

ほ

か

、

旅

館

営

業

又

は

下

宿

営

業

に

つ

い

て

、

そ

の

構

造

設

備

が

第

八

条

第

二

項

及

び

第

十

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

三

号

並

び

に

第

八

条

第

三

項

及

び

第

十

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

十

号

及

び

第

十

一

号

の

基

準

に

よ

る

必

要

が

な

い

場

合

又

は

こ

れ

ら

の

基

準

に

よ

り

難

く

、

か

つ

、

公

衆

衛

生

上

支

障

が

な

い

と

認

め

る

場

合

は

、

こ

れ

ら

の

基

準

を

適

用

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

第

一

項

に

定

め

る

場

合

の

ほ

か

、

簡

易

宿

所

営

業

に

つ

い

て

、

そ

の

構

造

設

備

が

第

九

条

第

一

項

第

六

号

及

び

第

七

号

、

同

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

三

号

並

び

に

第

九

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す



る

第

七

条

第

十

号

及

び

第

十

一

号

の

基

準

に

よ

る

必

要

が

な

い

場

合

又

は

こ

れ

ら

の

基

準

に

よ

り

難

く

、

か

つ

、

公

衆

衛

生

上

支

障

が

な

い

と

認

め

る

場

合

は

、

こ

れ

ら

の

基

準

を

適

用

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

委

任

） 

第

十

三

条 
こ

の

条

例

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。 

付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

法

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

経

営

の

許

可

を

受

け

て

い

る

営

業

の

施

設

及

び

現

に

当

該

許

可

の

申

請

が

な

さ

れ

て

い

る

施

設

に

つ

い

て

は

、

第

七

条

第

八

号

（

第

八

条

第

三

項

、

第

九

条

第

三

項

及

び

第

十

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

並

び

に

第

九

条

第

一

項

第

六

号

及

び

第

七

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

営

業

の

施

設

を

増

築

し

若

し

く

は

改

築

し

、

又

は

大

規

模

の

修

繕

を

す

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

（

説 

明

）

 

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

旅

館

業

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

八

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

条

例

制

定

権

限

の

移

譲

に

よ

り

、

旅

館

業

の

許

可

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 

、

 


